
 

 

 

 

平成 24 年 10 月 1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度

終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額

の割合（マージン率）を公開することが義務付けられました（法第 23 条第 5 項）。 

 

事業所の名称：二光商運株式会社 総合人材事業部 

事業所の所在地：〒108-0022 東京都港区海岸 3-26-1 バーク芝浦 9 階 

 

マージン率は、以下の計算式で算出されます。 

マージン率   ＝ 

派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 

派遣料金の平均額 

 

 

派遣労働者の数 70 人 

派遣先の実数 27 社 

労働者派遣の料金 1 日(8 時間当たり)の額の平均 19456 円 

派遣労働者の賃金 1 日(8 時間当たり)の額の平均 12536 円 

マージン率 35.6％ 

雇用安定措置を講じた人数 18 人 

 

■マージン率に含まれる派遣事業運営に必要な経費について 

マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額が派遣料金に占める割合を示

すものですが、派遣会社の事業運営に必要となる経費は、派遣労働者の賃金だけではあり

ません。 

派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に以下のようなものがあります。 

派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、求人媒体費・教育費・福利厚生費、その他経費 

 

■福利厚生について 

社会保険や年次有給休暇、定期健康診断などの制度に加え、皆さんに安心して働き続けて

いただくために、インフルエンザ予防接種制度や年に 1 度勤続年数により、報奨金を給付

する制度を導入しています。 

マージン率の公開 


